
  

基労管 登第 0226001 号 

平成 1 6 年 2 月 2 6 日 

都道府県労働局 

総務部長 殿 

労働基準部長 殿 

厚生労働省労働基準局 
労災補償部労災管理課長 

労災援護 金 支給業務の取扱いについて 

標記については、 平成 1 6 年 2 月 2 6 日付け 基労登 第 02 2 6 00 2 号「援 

護業務の廃止等に 係る今後の取扱いについて」により、 平成 1 6 年 4 月 1 日か 

ら労働福祉事業 回 より国に業務を 移管することとしたので、 その支給に係る 事 

務 処理については、 下記の事項に 留意の上、 その適切な運用を 期されたい。 
 
 

  
一 " -- Ⅱ 已 

1  労災援護金の 概要 

労災援護金は 以下の 2 つの援護金からなり、 現在その支給業務は 労働福祉 

事業団が実施している。 

① 療養援護 金 

制定当初の労災保険法には 打切補償の制度があ ったが、 その後長期傷病 

者補償制度さらには 傷病補償年金が 設けられ、 被災労働者に 対する保護の 水 

準は高められてきた。 しかしながら、 旧法の下で既に 打切補償を受けている 

者の中には、 療養が必要であ るにもかかわらず、 保険給付を受ける 権 利を、 法 

律上有しない 者が存在しており、 これらのものの 医療生活実態等に 鑑み、 療 

養に 係る援護金を 支給するもの。 

② 生業援護 金 

被災労働者やその 遺族が事業を 開始する際に 金融機関等から 受けた融資 

に 係る利子に相当する 額を支給するもの。 

 
 

 
 



2  国で実施する 趣旨 

特殊法人等整理合理化計画 ( 平成丁 3 年 1 2 月 1 9 日閣議決定 ) により労 

働福祉事業団が 独立行政法人に 移行することとなったことに 伴い、 独立行政 

法人への移管の 対象業務とされなかった 労災援護 金は ついては、 打切補償制 

度が存在した 時代に打切補償を 受けたため、 現に療養が必要であ っても労災 

保険の給付を 受けられない 者を労働福祉事業として 援護していくということ 

等を目的としており、 制度を廃止することは 不適切との考え 方から、 国が実 

施するものであ る。 

3  都道府県労働局の 実施業務 

都道府県労働局においては、 以下の業務を 行 う 。 

( 療養援護 金 関係 )  ( 別紙 1 、 2 、 7 、 8 参照 ) 

① 支払請求書に 係る毎月の支払 ( 請求書と添付書類 ( 診療報酬明細書、 介 

護費用の額の 証明書 ) のチェックを 含む ) 

② 認定事項等変更届の 受理 

③ ②を受けての 変更認定・通知 

( 生業援護 金 関係 コ ( 別紙 3 ～ 8 参照 ) 

① 都道府県労働局長あ ての申請に係る 生業援護金の 支給の適否の 認定・ 通 

知 

② 支払請求書に 係る支払 

③ 認定事項等変更届の 受理 

④ ③を受けての 変更認定・通知 

4  本省窓口 

労災援護 金 関係については、 労働基準局労災補償部補償 課 福祉係を業務 担 

、 岩窓ロとする。 



別紙工 

  

療養援護 金 支払請求書 
1 

療養援護金の 支給の認定を 受けた者 

氏名 ( 申請人 ) 
2 認 、 定 番 号 第 万 

3 療 養 の 期 間 
平成 午 月 日から万 目から 

平成 午 月 日 まで 

4 傷 病 名 

5 入院英日数 日 外来集日数 日 

医 傷病等級第 1 級に相当し常時介護の 要否 要 ・ 否 

白布 被災労働者の 療養に関する 事項については、 請求人の記載どおりで 
あ ることを証明します。 

の 

6 
平成 年 月 目 

証 
医療機関 名 

住所 
明 電話番号 

診療担当医 ( 氏名 ) 

欄 
  

有 虹 7 護 護 -------@  者の有無 者氏名 @---@  *---- 
自主 Ⅰ 日 入院援護 費     - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - @                          . -   . - - - - - 

栄養 費   ①通院援護 費 

求人．上空 仲 ．…                                                                                       外 
①小 計 

8 の 院 冗 *-.--------------------*--*-----.-- 入院食事負担額 竹添看護料 ● .--------   来 ②介護費用 
室料差額 

内 その他   

②小 計 
訳 合計 ( ① 十 ② ) 合計 ( ① 十 ② ) 

9 . 請 求 金 額 円   

上記のとおりですので 所要の書類を 添えて療養援護金の 支払いを請求します。 

平成 年 月 日 

請求人 住所 
氏名   

請求人が 1. 以外の者であ るときはその 関係 

労働局長 殿 

 
 



療養援護 金 支払請求書の 記入方法 別紙 2 
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療養援護金の 支給の認定を 受けた者の氏名 

認定番号 

療養の期間 

請求 月 01 日～月末を記入 

傷病名 

脊髄損傷又はけ ぃ肺 

実 日数 

入院の場合 入院 実 日数 

外来の場合 外来通院日数 

医師の証明 

常時介護の要否を 必ず記載し、 診療担当医氏名記入・ 押印すること。 

介護者の有無及び 氏名 

医師の証明櫃において 常時介護が要であ る場合において 記載すること。 

介護した者の 氏名を記入すること。 
請求の内訳 

入院の場合 

入院食事負担額 

レセプトの食事療養の 標準負担額を 記入すること。 

竹添看護料 

労災竹添看護費用の 額の証明書 ( 労働者災害補償保険 ) に基づいて記入すること。 

紹介手数料を 含んだ額を記入すること。 

室料差額 

社会保険事務局に 届出の 1 日当たりの金額に 入院 実 日数を乗じて 算出すること。 

( 労働者災害補償保険 ) 

入院援護貫 

入院した日があ る月は、 月額 5 7, 5 8 0 円を記入すること。 

栄養 費 

1 日 7 0 円の加算であ るから、 7 0 円に入院 実 日数を乗じて 算出すること。 

外来通院の場合 

通院援護 費 

外来集日数が 7 日を超える月は、 月額 2 5, 2 0 0 門 

外来美日数が 2 日～ 7 日の月は、 月額 2 3, 2 0 0 円を記入すること。 

介護費用 

現に自宅において、 家族に よ る介護を受けている 者については 月額 5 7   5 80 

円を記入すること。 介護サービス 業者等を利用して 介護を受けている 者について 

は、 介護サービスの 自己負担部分についての 領収書を添付した ぅ えで 5 7. 5 8 

0 ～ 1 0 6. 1 0 0 円の範囲において 自己負担額を 記入する。 ( 自己負担額が 5 

7 5 8 0 円に 、 満たない場合は 5 7, 5 8 0 円 。 ) 



イ ソイ /: ノッ イソ " イ "" フノブソ イ ソソソ " フソ " イ "" 田 ;," Ⅰ @" イソ フソ Ⅰ @" イソ " フノブソイ ; ん %;/ イソ ソソ " イソ イ ; ッ ; 仮 ソフ ノブソ " イ ソ フ """ 

労働局において 

9  支払の方法 (ADAMS の予算耕助 

現に自宅において 介護を受けている 者にかかる介護料 は ついては ( 日 ) 介護料支給費 

  それ以外については ( 日 ) 福祉施設給付金によって 支払うこと。 

米 1 月において入院・ 外来が発生する 場合、 入院のみの請求金額となる。 

 
 

 
 

 
 

  

  



別紙 3 

生業援護 金 支給申請書 

人
 

主
 
"
 日
 
Ⅰ
 

申
 

Ⅰ
・
 

上
 

2 

被災労働者 
の保険に関 
する事項 

金
 
に
 
事
項
 

資
る
 

通
す
 

3
 融
関
 

号
目
 

氏名 

住所 

職業 

小生月Ⅱ リ 引 す台 

男女 生年月日 大正 年 月 日 

及び年会 昭和 
平成 (  才 ) 

申請人が被災労働者以覚の 
者であ るときはその 労働者 
との関係 ( 続柄 ) 

被災当時 名 称 

の事業場 所在地 

労働者災害 
補償保険法 
の適用状況 

保険給付を受けた 年月日 年 月 日 

保険 給 ( ィ ) 障害 ( 補償 ) 給付 ( 第 級 )  に ) その他 ( 保険給 
付の種 (") 遺族 ( 補償 ) 給付 付の種類を下 
類 ( ハ ) 傷病 ( 補償 ) 年金 の 空欄に記入 

⑳ 

円 

( 証明穂 ) 
被災労働者の 保険に関する 事項については   申請人の記載 ど 

おりであ ることを証明します。 
平成 年 月 日 

労働基準監督署長 

金融機関等所在地 名称 
融通資金の種類及び 金額 ( 種 B@J) ( 額 ) 

融通を受ける 期間 
利月 、 の利率及び支払方法 

融通条件 最初の利息、 の支払口 
元本の返還方法 
融通の事由 

( 証明 欄 ) 
融通資金に関する 事項についてほ、 申請人の記載どおりであ る 

ことを証明します。 
平成 年 月 日 

融通者 ( 氏名 ) ⑳ 

年 月 日から 
年 月 日 まで 

円 ( 利率   

4 請求金額 平成 
請求に関 円 請求期間 平成 
する事項 

請求期間中の 支払日及び支払 利息 額 平成 年 月 
日 

5  認定番号 生業 第 万 

上記のとおりですので、 生業援護金の 支給を申請します。 
平成 年 月 目 

申請人 ( 氏名 ) 
労働局長 殿 

⑳ 





労災援護 金 の   

民 

認 支給す 

定 支給し 

労災援護 金 認定通 

別紙 5 

丸善 

金
 

金
 

護
 

援
 

業
 

生
 類

名
 
。
 

る
 

種
 

日
 月

日
 

午
 

成
 

平
 

口
 万
日
 

番
の
 

完
走
 

認
諾
 

額
 

ない。   事 由
 

と
 の

成
 

記
平
 

上
 

定
 

認
、
 

り
年
 

お
 

しましたから 

月 日 

通知 します。 

労働局長㊥ 

殿 



別紙 6 

生業援護 金 支給申請書等の 記入方法 

生業援護 金 支給申請書 ( 別紙 3) 

1  申請人に関する 事項 

申請人の氏名、 住所、 性別、 生年月日、 職業、 被災労働者以外の 申請人にあ っては続 

柄を記入すること。 

2  被災労働者に 関する事項 

労働者災害補償保険法の 適用状況を記入、 労働基準監督署長押印により 被災労働者の 

保険に関する 事項について 証明を行 う 。 

3  融通資金に関する 事項 

金融機関等の 名称、 所在地、 融通資金の種類、 金額その他融通条件を 記入、 融通者の 

押印に 20 融通資金に関する 事項について 証明を行 う 。 

4  請求に関する 事項 

請求金額 ( 支給額 ) は、 融通を受けている 資金の最初の 2 年間 ( 無利子であ る期間を 

除く。 ) に支払った利子相当額。 ただし、 年率 5% を超える部分については 支給されな 

い。 また、 生業援護 金 は 2 万円を超えて 支給されない。 

5  認定番号 

空欄で提出する。 

事業計画書 ( 別紙 4) 

事業の目的、 概要、 現況を記入の うえ 、 生業援護 金 支給申請書に 添付して提出する。 

イ " フ " イ " イ ブノブ " イ " フ " フ " フ " フ " イソ イ " フ " イ J, フソ イソ フノブ " ノノブ " 一 /" Ⅰ " フ " フソイ " 一 " イソイソ イ "" 

労働局において 

労災援護 金 認定通知書 ( 別紙 5) 

生業援護 金 支給申請書、 事業計画書の 内容を確認した ぅ えで支給決定し、 支給金額を記 

入する。 ( 同時に認定番号も 決定する。 ) 

労働局長の押印まで 終えて申請人に 対し通知を行 う 。 

支払の方法 (ADAMS の予算稗田 

( 日 ) 福祉施設給付金によって 支払うこと。 

 
 

 
 



別紙 7 

労災援護 金 認定事項等変更届 

人
 

美
田
 

]
.
 

ユ
 

 
 

月
 

男
 

Ⅱ
 
年
 

-
 
口
 
刀
 

性
 

成
 

平
 

D
 

ま
牢
 

刃
ロ
 

 
 

正
 

大
 

台
 
明
 
7
 

名
目
 齢
 

月
 

午
 

民
生
年
 l 住 所 l 

2 

届出人が労災援護金の 認定を受けた 者以外の者で   

3 4 

労災援護金の 支給の認 、 認定番号 

定を受けた者の 氏名     

5  変更の内容 

す
 。
 

ま
 

出
 

キ
ノ
 

 
 

届
 

て
 

え
 

添
 

を
 

書
類
 

の
 

要
 

所
目
 

で
、
 

 
 

し
 

 
 

@
 

と
お
 

の
 平
成
 

上
記
 

届出入 ( 氏名 ) 

労働局長 殿 

( 注 ) 氏名 欄は、 必ず本人が自署してください。 

  

 
 

 
 



別紙 8 

労災援護 金 変更認定通知書 

認定番号 認定を受けた 者の氏名 

変更認定の内容 

上記のとおり 認定を変更しましたから 通知します。 

平成 年 月 日 

殿 

労働局長 ⑳ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 




